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市第９号議案 

   横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運 

   営等の基準に関する条例等の一部改正 

 横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基

準に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

   令和３年５月21日提出 

横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運 

営等の基準に関する条例等の一部を改正する条例 

 （横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の

基準に関する条例の一部改正） 

第１条 横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営 

 等の基準に関する条例（平成24年12月横浜市条例第64号）の一部

を次のように改正する。 

   目次中「第 206 条」の次に「・第 207 条」を加える。 

  第 206 条を第 207 条とし、第17章中同条の前に次の１条を加え

る。 

（電磁的記録等） 

第 206 条 指定障害福祉サービス事業者は、作成、保存その他こ

れらに類する行為のうち、この条例において書面（書面、書類

、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人

の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その

他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが

規定されているもの又は想定されるもの（第11条第１項（同条
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第４項、第44条、第44条の５、第49条、第95条、第95条の６、

第 123 条、第 149 条、第 149 条の５、第 159 条、第 159 条の５

、第 172 条、第 185 条、第 190 条、第 194 条、第 194 条の12及

び第 194 条の20において準用する場合を含む。）、第15条（第

44条、第44条の５、第49条、第78条、第95条、第95条の６、第

110 条、第 110 条の５、第 123 条、第 149 条、第 149 条の５、

第 159 条、第 159 条の５、第 172 条、第 185 条、第 190 条、第

194 条、第 194 条の12、第 194 条の20、第 200 条の５、第 201

条及び第 201 条の12において準用する場合を含む。）、第54条

第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）、第 104

条第１項（第 110 条の５において準用する場合を含む。）、第

198 条の３第１項（第 201 条及び第 201 条の12において準用す

る場合を含む。）及び次項に規定するものを除く。）について

は、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。）により行うことができる。 

２ 指定障害福祉サービス事業者は、交付、説明、同意、締結そ

の他これらに類する行為（以下この項において「交付等」とい

う。）のうち、この条例において書面で行うことが規定されて

いるもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方

の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当

該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面

に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知

覚によって認識することができない方法をいう。）によること

66



市第９号 

 

ができる。 

（横浜市指定障害者支援施設等の人員、設備、運営等の基準に関

する条例の一部改正） 

第２条 横浜市指定障害者支援施設等の人員、設備、運営等の基準

に関する条例（平成24年12月横浜市条例第65号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  目次中「第62条」の次に「・第63条」を加える。 

  第62条を第63条とし、第４章中同条の前に次の１条を加える。 

  （電磁的記録等） 

 第62条 指定障害者支援施設等は、作成、保存その他これらに類

する行為のうち、この条例において書面（書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚に

よって認識することができる情報が記載された紙その他の有体

物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定され

ているもの又は想定されるもの（第12条第１項（同条第４項に

おいて準用する場合を含む。）、第16条及び次項に規定するも

のを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算

機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うこ

とができる。 

２ 指定障害者支援施設等は、交付、説明、同意、締結その他こ

れらに類する行為（以下この項において「交付等」という。）

のうち、この条例において書面で行うことが規定されているも

の又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾
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を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用

者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代え

て、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によ

って認識することができない方法をいう。）によることができ

る。 

附則中第39項を第44項とし、第27項から第38項までを５項ずつ 

繰り下げ、第26項を第29項とし、同項の次に次の２項を加える。 

（運営規程） 

30 経過的指定障害者支援施設は、就労継続支援Ａ型を提供する

 場合には、当該提供する就労継続支援Ａ型に係る次に掲げる施

 設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかな

 ければならない。 

(1) 経過的指定障害者支援施設の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 利用定員 

(5) 提供する就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係るものを 

除く。）並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及び

その額 

(6) 提供する就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係るものに 

限る。）、賃金及び附則第15項に規定する工賃並びに利用者

の労働時間及び作業時間 

(7) 通常の事業の実施地域 

(8) サービスの利用に当たっての留意事項 

(9) 緊急時等における対応方法 
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(10) 非常災害の対策 

(11) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当

 該障害の種類 

(12) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(13) その他運営に関する重要事項 

（厚生労働大臣が定める事項の評価等） 

31 経過的指定障害者支援施設は、就労継続支援Ａ型を提供する

場合には、おおむね１年に１回以上、利用者の労働時間その他

の当該経過的指定障害者支援施設の運営状況に関し必要な事項

として省令の規定により厚生労働大臣が定める事項について、

省令の規定により厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評

価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法によ

り公表しなければならない。 

附則第25項中「経過的指定障害者支援施設等」を「経過的指定

障害者支援施設」に改め、同項を附則第28項とし、附則中第24項

を第27項とし、第18項から第23項までを３項ずつ繰り下げる。 

附則第17項中「附則第19項」を「附則第22項」に改め、同項を

附則第20項とし、附則中第16項を第19項とする。 

附則第15項中「附則第13項」を「附則第15項」に改め、同項を

附則第17項とし、同項の次に次の１項を加える。 

18 賃金及び附則第15項に規定する工賃の支払に要する額は、原

 則として、自立支援給付をもって充ててはならない。ただし、

 災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 

附則中第14項を第16項とする。 

附則第13項中「附則第15項」を「附則第17項」に改め、同項を
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附則第15項とし、附則中第12項を第13項とし、同項の次に次の１

項を加える。 

14 経過的指定障害者支援施設は、就労継続支援Ａ型を提供する

 場合には、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業

 に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う

 賃金の総額以上となるようにしなければならない。 

 附則第11項の次に次の１項を加える。 

12 経過的指定障害者支援施設は、就労継続支援Ａ型を提供する

 場合における就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に

 必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏ま

 えたものとしなければならない。 

（横浜市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条

例の一部改正） 

第３条 横浜市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関す

る条例（平成24年12月横浜市条例第66号）の一部を次のように改

正する。 

目次中「第91条」の次に「・第92条」を加える。 

第91条を第92条とし、第10章中同条の前に次の１条を加える。 

（電磁的記録等） 

第91条 障害福祉サービス事業者は、作成、保存その他これらに

類する行為のうち、この条例において書面（書面、書類、文書

、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚

によって認識することができる情報が記載された紙その他の有

体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定さ

れているもの又は想定されるもの（次項に規定するものを除く
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。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができ

る。 

２  障害福祉サービス事業者は、交付、説明、同意、締結その他

これらに類する行為（以下この項において「交付等」という。

）のうち、この条例において書面で行うことが規定されている

もの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承

諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利

用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代

えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚に

よって認識することができない方法をいう。）によることがで

きる。  

（横浜市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条 

 例の一部改正） 

第４条 横浜市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関す 

 る条例（平成24年12月横浜市条例第67号）の一部を次のように改 

 正する。 

   第19条を第20条とし、第18条の２の次に次の１条を加える。 

（電磁的記録等） 

 第19条 地域活動支援センターは、記録、保存その他これらに類

する行為のうち、この条例において書面（書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚に

よって認識することができる情報が記載された紙その他の有体
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物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定され

ているもの又は想定されるもの（次項に規定するものを除く。

）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる

。 

 ２ 地域活動支援センターは、説明、同意その他これらに類する

行為（以下この項において「説明等」という。）のうち、この

条例において書面で行うことが規定されているもの又は想定さ

れるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、当該

説明等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害

の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方

法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識する

ことができない方法をいう。）によることができる。 

 （横浜市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部改

正） 

第５条 横浜市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平

成24年12月横浜市条例第68号）の一部を次のように改正する。 

  第17条を第18条とし、第16条の２の次に次の１条を加える。 

  （電磁的記録等） 

 第17条 福祉ホームは、記録、保存その他これらに類する行為の

うち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本

、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識

することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
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以下この条において同じ。）で行うことが規定されているもの

又は想定されるもの（次項に規定するものを除く。）について

は、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。）により行うことができる。 

２ 福祉ホームは、説明、同意その他これらに類する行為（以下

この項において「説明等」という。）のうち、この条例におい

て書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものに

ついては、当該説明等の相手方の承諾を得て、当該説明等の相

手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応

じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子的

方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができ

ない方法をいう。）によることができる。 

 （横浜市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の一

部改正） 

第６条 横浜市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例 

 （平成24年12月横浜市条例第69号）の一部を次のように改正する

。 

  目次中「第46条」の次に「・第47条」を加える。 

  第６条各号列記以外の部分中「事業」を「施設」に改める。 

  第46条を第47条とし、第３章中同条の前に次の１条を加える。 

  （電磁的記録等） 

 第46条 障害者支援施設は、作成、保存その他これらに類する行

為のうち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、
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抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をい

う。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている

もの又は想定されるもの（次項に規定するものを除く。）につ

いては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理

の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

 ２ 障害者支援施設は、交付、説明、同意、締結その他これらに

類する行為（以下この項において「交付等」という。）のうち

、この条例において書面で行うことが規定されているもの又は

想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て

、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係

る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電

磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認

識することができない方法をいう。）によることができる。 

  附則中第37項を第41項とし、第27項から第36項までを４項ずつ

繰り下げ、第26項を第29項とし、同項の次に次の１項を加える。 

（厚生労働大臣が定める事項の評価等） 

30 経過的障害者支援施設は、就労継続支援Ａ型を提供する場合 

には、おおむね１年に１回以上、利用者の労働時間その他の当

該経過的障害者支援施設の運営状況に関し必要な事項として省

令の規定により厚生労働大臣が定める事項について、省令の規

定により厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い

、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表し
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なければならない。 

 附則中第25項を第28項とし、第18項から第24項までを３項ずつ

繰り下げる。 

 附則第17項中「附則第19項」を「附則第22項」に改め、同項を

附則第20項とし、附則中第16項を第19項とする。 

 附則第15項中「附則第13項」を「附則第16項」に改め、同項を

附則第18項とし、附則中第14項を第17項とする。 

 附則第13項中「附則第９項」を「附則第10項」に、「附則第15

項」を「附則第18項」に改め、同項を附則第16項とする。 

 附則第12項中「附則第８項」を「附則第９項」に改め、同項を

附則第14項とし、同項の次に次の１項を加える。 

15 経過的障害者支援施設は、就労継続支援Ａ型を提供する場合 

には、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必

要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金

の総額以上となるようにしなければならない。 

 附則中第11項を第12項とし、同項の次に次の１項を加える。 

13 経過的障害者支援施設は、就労継続支援Ａ型を提供する場合 

における就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要

な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえた

ものとしなければならない。 

 附則中第10項を第11項とし、第９項を第10項とし、第８項を第

９項とし、第７項の次に次の１項を加える。 

（運営規程） 

８ 経過的障害者支援施設は、就労継続支援Ａ型を提供する場合 

には、当該提供する就労継続支援Ａ型に係る次に掲げる施設の
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運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなけれ

ばならない。 

(1) 経過的障害者支援施設の目的及び運営の方針 

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 利用定員 

(5) 提供する就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係るものを 

除く。）並びに利用者から受領する費用の種類及びその額 

(6) 提供する就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係るものに 

限る。）、賃金及び附則第16項に規定する工賃並びに利用者

の労働時間及び作業時間 

(7) 通常の事業の実施地域 

(8) サービスの利用に当たっての留意事項 

(9) 緊急時等における対応方法 

(10) 非常災害の対策 

(11) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当

 該障害の種類 

(12) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(13) その他運営に関する重要事項 

   附 則 

 この条例は、令和３年７月１日から施行する。ただし、第２条の 

規定（目次の改正規定及び第62条を第63条とし、第４章中同条の前 

に１条を加える改正規定を除く。）及び第６条の規定（目次の改正 

規定及び第46条を第47条とし、第３章中同条の前に１条を加える改 

正規定を除く。）は、公布の日から施行する。 
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提 案 理 由 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準等の一部改正に伴い、関係規定の整備を図るため、横浜市指

定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する

条例等の一部を改正したいので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 、 運 

営 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                   （下 段  現  行） 

目 次 

   （ 第 １ 章 か ら 第 16 章 ま で 省 略 ） 

            ・ 第 207 条 
 第 17 章  雑 則 （ 第 206 条      ） 
  

   （ 附 則 省 略 ） 

 （ 電 磁 的 記 録 等 ） 
 

第 206 条  指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 は 、 作 成 、 保 存 そ の 他 こ れ 
 

 ら に 類 す る 行 為 の う ち 、 こ の 条 例 に お い て 書 面 （ 書 面 、 書 類 、 文 
 

 書 、 謄 本 、 抄 本 、 正 本 、 副 本 、 複 本 そ の 他 文 字 、 図 形 等 人 の 知 覚 
 

 に よ っ て 認 識 す る こ と が で き る 情 報 が 記 載 さ れ た 紙 そ の 他 の 有 体 
 

 物 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） で 行 う こ と が 規 定 さ れ て 
 

 い る も の 又 は 想 定 さ れ る も の （ 第 11 条 第 １ 項 （ 同 条 第 ４ 項 、 第 44  
 

 条 、 第 44 条 の ５ 、 第 49 条 、 第 95 条 、 第 95 条 の ６ 、 第 123 条 、 第 14  
 

 9 条 、 第 149 条 の ５ 、 第 159 条 、 第 159 条 の ５ 、 第 172 条 、 第 18  
 

 5 条 、 第 190 条 、 第 194 条 、 第 194 条 の 12 及 び 第 194 条 の 20 に お 
  

 い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 15 条 （ 第 44 条 、 第 44 条 の ５ 、 第 
 

 49 条 、 第 78 条 、 第 95 条 、 第 95 条 の ６ 、 第 110 条 、 第 110 条 の ５ 、 
 

 第 123 条 、 第 149 条 、 第 149 条 の ５ 、 第 159 条 、 第 159 条 の ５ 、 
 

 第 172 条 、 第 185 条 、 第 190 条 、 第 194 条 、 第 194 条 の 12 、 第 19  
 

 4 条 の 20 、 第 200 条 の ５ 、 第 201 条 及 び 第 201 条 の 12 に お い て 準 
 

 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 54 条 第 １ 項 （ 同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 
 

 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 104 条 第 １ 項 （ 第 110 条 の ５ に お い て 準 
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 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 198 条 の ３ 第 １ 項 （ 第 201 条 及 び 第 20  
 

 1 条 の 12 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 及 び 次 項 に 規 定 す る も 
 

 の を 除 く 。） に つ い て は 、 書 面 に 代 え て 、 当 該 書 面 に 係 る 電 磁 的 
 

 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す 
 

 る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ っ て 、 電 子 計 算 機 に よ 
 

 る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。） に よ り 行 う こ と が で き 
 

 る 。 
 

２  指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 は 、 交 付 、 説 明 、 同 意 、 締 結 そ の 
 

 他 こ れ ら に 類 す る 行 為 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 交 付 等 」 と い う 。 
 

 ） の う ち 、 こ の 条 例 に お い て 書 面 で 行 う こ と が 規 定 さ れ て い る も 
 

 の 又 は 想 定 さ れ る も の に つ い て は 、 当 該 交 付 等 の 相 手 方 の 承 諾 を 
 

 得 て 、 当 該 交 付 等 の 相 手 方 が 利 用 者 で あ る 場 合 に は 当 該 利 用 者 に 
 

 係 る 障 害 の 特 性 に 応 じ た 適 切 な 配 慮 を し つ つ 、 書 面 に 代 え て 、 電 
 

 磁 的 方 法 （ 電 子 的 方 法 、 磁 気 的 方 法 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て 認 識 
 

 す る こ と が で き な い 方 法 を い う 。） に よ る こ と が で き る 。 
 

 （ 委 任 ） 

第 207 条 
     （ 本 文 省 略 ） 
第 206 条 

 

横 浜 市 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 の 人 員 、 設 備 、 運 営 等 の 基 

準 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                   （下 段  現  行） 

目 次 

   （ 第 １ 章 か ら 第 ３ 章 ま で 省 略 ） 

           ・ 第 63 条 
 第 ４ 章  雑 則 （ 第 62 条     ） 
  

   （ 附 則 省 略 ） 
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 （ 電 磁 的 記 録 等 ） 
 

第 62 条  指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 は 、 作 成 、 保 存 そ の 他 こ れ ら に 類 す 
 

 る 行 為 の う ち 、 こ の 条 例 に お い て 書 面 （ 書 面 、 書 類 、 文 書 、 謄 本 
 

 、 抄 本 、 正 本 、 副 本 、 複 本 そ の 他 文 字 、 図 形 等 人 の 知 覚 に よ っ て 
 

 認 識 す る こ と が で き る 情 報 が 記 載 さ れ た 紙 そ の 他 の 有 体 物 を い う 
 

 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） で 行 う こ と が 規 定 さ れ て い る も の 
 

 又 は 想 定 さ れ る も の （ 第 12 条 第 １ 項 （ 同 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す 
 

 る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 16 条 及 び 次 項 に 規 定 す る も の を 除 く 。） に 
 

 つ い て は 、 書 面 に 代 え て 、 当 該 書 面 に 係 る 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 
 

 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な 
 

 い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ っ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 
 

 に 供 さ れ る も の を い う 。） に よ り 行 う こ と が で き る 。 
 

２  指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 は 、 交 付 、 説 明 、 同 意 、 締 結 そ の 他 こ れ 
 

 ら に 類 す る 行 為 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 交 付 等 」 と い う 。） の う 
 

 ち 、 こ の 条 例 に お い て 書 面 で 行 う こ と が 規 定 さ れ て い る も の 又 は 
 

 想 定 さ れ る も の に つ い て は 、 当 該 交 付 等 の 相 手 方 の 承 諾 を 得 て 、 
 

 当 該 交 付 等 の 相 手 方 が 利 用 者 で あ る 場 合 に は 当 該 利 用 者 に 係 る 障 
 

 害 の 特 性 に 応 じ た 適 切 な 配 慮 を し つ つ 、 書 面 に 代 え て 、 電 磁 的 方 
 

 法 （ 電 子 的 方 法 、 磁 気 的 方 法 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て 認 識 す る こ 
 

 と が で き な い 方 法 を い う 。） に よ る こ と が で き る 。 
 

（ 委 任 ） 

第 63 条 
    （ 本 文 省 略 ） 
第 62 条 

附  則 

   （ 第 １ 項 か ら 第 11 項 ま で 省 略 ） 

12  経 過 的 指 定 障 害 者 支 援 施 設 は 、 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 を 提 供 す る 場 
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 合 に お け る 就 労 の 機 会 の 提 供 に 当 た っ て は 、 利 用 者 の 就 労 に 必 要 
 

 な 知 識 及 び 能 力 の 向 上 に 努 め る と と も に 、 そ の 希 望 を 踏 ま え た も 
 

 の と し な け れ ば な ら な い 。 
 

 （ 賃 金 等 ） 

13  
  （ 本 文 省 略 ） 
12  

14  経 過 的 指 定 障 害 者 支 援 施 設 は 、 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 を 提 供 す る 場 
 

 合 に は 、 生 産 活 動 に 係 る 事 業 の 収 入 か ら 生 産 活 動 に 係 る 事 業 に 必 
                               

 要 な 経 費 を 控 除 し た 額 に 相 当 す る 金 額 が 、 利 用 者 に 支 払 う 賃 金 の 
 

 総 額 以 上 と な る よ う に し な け れ ば な ら な い 。 
 

15  
  経 過 的 指 定 障 害 者 支 援 施 設 は 、 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 を 提 供 す る 場 
13  

                      附 則 第 17 項 
 合 に は 、 附 則 第 ９ 項 の 規 定 に よ る 者 （ 次 項 及 び      に お い 
                      附 則 第 15 項 

 て 「 雇 用 契 約 を 締 結 し て い な い 利 用 者 」 と い う 。） に 対 し て は 、    

 生 産 活 動 に 係 る 事 業 の 収 入 か ら 生 産 活 動 に 係 る 事 業 に 必 要 な 経 費 

 を 控 除 し た 額 に 相 当 す る 金 額 を 工 賃 と し て 支 払 わ な け れ ば な ら な 

 い 。 

16  
  （ 本 文 省 略 ） 
14  

17  附 則 第 15 項 
       の 規 定 に よ り 雇 用 契 約 を 締 結 し て い な い 利 用 者 そ れ 
15  附 則 第 13 項 

 ぞ れ に 対 し 支 払 わ れ る １ 月 当 た り の 工 賃 の 平 均 額 は 、 3,000 円 を 下 

 回 っ て は な ら な い 。 

18  賃 金 及 び 附 則 第 15 項 に 規 定 す る 工 賃 の 支 払 に 要 す る 額 は 、 原 則 
 

 と し て 、 自 立 支 援 給 付 を も っ て 充 て て は な ら な い 。 た だ し 、 災 害 
 

 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 が あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 
 

（ 工 賃 の 支 払 等 ） 

19  
  （ 本 文 省 略 ） 
16  

20  
  前 項 の 規 定 に よ り 利 用 者 そ れ ぞ れ に 対 し 支 払 わ れ る １ 月 当 た り 
17  
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         附 則 第 22 項 
 の 工 賃 の 平 均 額 （      に お い て 「 工 賃 の 平 均 額 」 と い う 。 
         附 則 第 19 項 

 ） は 、 3,000 円 を 下 回 っ て は な ら な い 。 

21  
  （ 本 文 省 略 ） 
18  

22  
  （ 本 文 省 略 ） 
19  

（ 実 習 の 実 施 ） 

23  
  （ 本 文 省 略 ） 
20  

24  
  （ 本 文 省 略 ） 
21  

（ 求 職 活 動 の 支 援 等 の 実 施 ） 

25  
  （ 本 文 省 略 ） 
22  

26  
  （ 本 文 省 略 ） 
23  

（ 職 場 へ の 定 着 の た め の 支 援 等 の 実 施 ） 

27  
  （ 本 文 省 略 ） 
24  

28  経 過 的 指 定 障 害 者 支 援 施 設   
               は 、 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 又 は 就 労 継 
25  経 過 的 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 

 続 支 援 Ｂ 型 の 提 供 に 当 た っ て は 、 利 用 者 が 、 指 定 就 労 定 着 支 援 の 

 利 用 を 希 望 す る 場 合 に は 、 前 項 に 規 定 す る 支 援 が 終 了 し た 日 以 後 

 速 や か に 当 該 指 定 就 労 定 着 支 援 を 受 け ら れ る よ う 、 指 定 就 労 定 着 

 支 援 事 業 者 と の 連 絡 調 整 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 

（ 利 用 者 及 び 従 業 者 以 外 の 者 の 雇 用 ） 

29  
  （ 本 文 省 略 ） 
26  

 （ 運 営 規 程 ） 
 

30  経 過 的 指 定 障 害 者 支 援 施 設 は 、 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 を 提 供 す る 場 
 

 合 に は 、 当 該 提 供 す る 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 に 係 る 次 に 掲 げ る 施 設 の 
 

 運 営 に つ い て の 重 要 事 項 に 関 す る 運 営 規 程 を 定 め て お か な け れ ば 
 

 な ら な い 。 
 

 (1)  経 過 的 指 定 障 害 者 支 援 施 設 の 目 的 及 び 運 営 の 方 針 
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 (2)  従 業 者 の 職 種 、 員 数 及 び 職 務 の 内 容 
 

 (3)  営 業 日 及 び 営 業 時 間 
 

 (4)  利 用 定 員 
 

 (5)  提 供 す る 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 の 内 容 （ 生 産 活 動 に 係 る も の を 除 
 

く 。） 並 び に 支 給 決 定 障 害 者 か ら 受 領 す る 費 用 の 種 類 及 び そ の 
 

額 
 

 (6)  提 供 す る 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 の 内 容 （ 生 産 活 動 に 係 る も の に 限 
 

  る 。 ） 、 賃 金 及 び 附 則 第 15 項 に 規 定 す る 工 賃 並 び に 利 用 者 の 労 
 

  働 時 間 及 び 作 業 時 間 
 

 (7)  通 常 の 事 業 の 実 施 地 域 
 

 (8)  サ ー ビ ス の 利 用 に 当 た っ て の 留 意 事 項 
 

 (9)  緊 急 時 等 に お け る 対 応 方 法 
 

 (10)  非 常 災 害 の 対 策 
 

 (11)  事 業 の 主 た る 対 象 と す る 障 害 の 種 類 を 定 め た 場 合 に は 、 当 該 
 

  障 害 の 種 類 
 

 (12)  虐 待 の 防 止 の た め の 措 置 に 関 す る 事 項 
 

 (13)  そ の 他 運 営 に 関 す る 重 要 事 項 
 

 （ 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 事 項 の 評 価 等 ） 
 

31  経 過 的 指 定 障 害 者 支 援 施 設 は 、 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 を 提 供 す る 場 
 

 合 に は 、 お お む ね １ 年 に １ 回 以 上 、 利 用 者 の 労 働 時 間 そ の 他 の 当 
 

 該 経 過 的 指 定 障 害 者 支 援 施 設 の 運 営 状 況 に 関 し 必 要 な 事 項 と し て 
 

 省 令 の 規 定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 事 項 に つ い て 、 省 令 の 規 
 

 定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る と こ ろ に よ り 、 自 ら 評 価 を 行 い 、 
 

 そ の 結 果 を イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 の 方 法 に よ り 公 表 し な け 
 

 れ ば な ら な い 。 
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 （ 経 過 的 指 定 障 害 者 支 援 施 設 に 関 す る 読 替 え ） 

32   
  （ 本 文 省 略 ）                         
27   

 （ 多 目 的 室 の 経 過 措 置 ） 

33  
  （ 本 文 省 略 ） 
28  

 （ 居 室 の 定 員 の 経 過 措 置 ） 

34  
  （ 本 文 省 略 ） 
29  

 （ 居 室 面 積 の 経 過 措 置 ） 

35  
  （ 本 文 省 略 ） 
30  

36  
  （ 本 文 省 略 ） 
31  

37  
  （ 本 文 省 略 ） 
32  

38  
  （ 本 文 省 略 ） 
33  

（ ブ ザ ー 又 は こ れ に 代 わ る 設 備 の 経 過 措 置 ） 

39  
  （ 本 文 省 略 ） 
34  

40  
  （ 本 文 省 略 ） 
35  

（ 廊 下 幅 の 経 過 措 置 ） 

41  
  （ 本 文 省 略 ） 
36  

42  
  （ 本 文 省 略 ） 
37  

43  
  （ 本 文 省 略 ） 
38  

44  
  （ 本 文 省 略 ） 
39  

 

横 浜 市 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に 関 

す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                   （下 段  現  行） 

目 次 

   （ 第 １ 章 か ら 第 ９ 章 ま で 省 略 ） 
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           ・ 第 92 条 
 第 10 章  雑 則 （ 第 91 条     ） 
 

   （ 附 則 省 略 ） 

 （ 電 磁 的 記 録 等 ） 
 

第 91 条  障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 は 、 作 成 、 保 存 そ の 他 こ れ ら に 類 
 

 す る 行 為 の う ち 、 こ の 条 例 に お い て 書 面 （ 書 面 、 書 類 、 文 書 、 謄 
 

 本 、 抄 本 、 正 本 、 副 本 、 複 本 そ の 他 文 字 、 図 形 等 人 の 知 覚 に よ っ 
 

 て 認 識 す る こ と が で き る 情 報 が 記 載 さ れ た 紙 そ の 他 の 有 体 物 を い 
 

 う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） で 行 う こ と が 規 定 さ れ て い る も 
 

 の 又 は 想 定 さ れ る も の （ 次 項 に 規 定 す る も の を 除 く 。） に つ い て 
 

 は 、 書 面 に 代 え て 、 当 該 書 面 に 係 る 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 
 

 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 
 

 で 作 ら れ る 記 録 で あ っ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ 
 

 れ る も の を い う 。） に よ り 行 う こ と が で き る 。 
 

２  障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 は 、 交 付 、 説 明 、 同 意 、 締 結 そ の 他 こ 
 

 れ ら に 類 す る 行 為 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 交 付 等 」 と い う 。） の 
 

 う ち 、 こ の 条 例 に お い て 書 面 で 行 う こ と が 規 定 さ れ て い る も の 又 
 

 は 想 定 さ れ る も の に つ い て は 、 当 該 交 付 等 の 相 手 方 の 承 諾 を 得 て 
 

 、 当 該 交 付 等 の 相 手 方 が 利 用 者 で あ る 場 合 に は 当 該 利 用 者 に 係 る 
 

 障 害 の 特 性 に 応 じ た 適 切 な 配 慮 を し つ つ 、 書 面 に 代 え て 、 電 磁 的 
 

 方 法 （ 電 子 的 方 法 、 磁 気 的 方 法 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て 認 識 す る 
 

 こ と が で き な い 方 法 を い う 。） に よ る こ と が で き る 。   
 

（ 委 任 ） 

第 92 条 
    （ 本 文 省 略 ） 
第 91 条 

 

横 浜 市 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に 関 

85



市第９号 

す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                   （下 段  現  行） 

 （ 電 磁 的 記 録 等 ） 
 

第 19 条  地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー は 、 記 録 、 保 存 そ の 他 こ れ ら に 類 す 
 

 る 行 為 の う ち 、 こ の 条 例 に お い て 書 面 （ 書 面 、 書 類 、 文 書 、 謄 本 
 

 、 抄 本 、 正 本 、 副 本 、 複 本 そ の 他 文 字 、 図 形 等 人 の 知 覚 に よ っ て 
 

 認 識 す る こ と が で き る 情 報 が 記 載 さ れ た 紙 そ の 他 の 有 体 物 を い う 
 

 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） で 行 う こ と が 規 定 さ れ て い る も の 
 

 又 は 想 定 さ れ る も の （ 次 項 に 規 定 す る も の を 除 く 。） に つ い て は 
 

 、 書 面 に 代 え て 、 当 該 書 面 に 係 る 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 
 

 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 
 

 作 ら れ る 記 録 で あ っ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ 
 

 る も の を い う 。） に よ り 行 う こ と が で き る 。 
 

２  地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー は 、 説 明 、 同 意 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 行 
 

 為 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 説 明 等 」 と い う 。） の う ち 、 こ の 条 例 
 

 に お い て 書 面 で 行 う こ と が 規 定 さ れ て い る も の 又 は 想 定 さ れ る も 
 

 の に つ い て は 、 当 該 説 明 等 の 相 手 方 の 承 諾 を 得 て 、 当 該 説 明 等 の 
 

 相 手 方 が 利 用 者 で あ る 場 合 に は 当 該 利 用 者 に 係 る 障 害 の 特 性 に 応 
 

 じ た 適 切 な 配 慮 を し つ つ 、 書 面 に 代 え て 、 電 磁 的 方 法 （ 電 子 的 方 
 

 法 、 磁 気 的 方 法 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て 認 識 す る こ と が で き な い 
 

 方 法 を い う 。） に よ る こ と が で き る 。 
 

 （ 委 任 ） 

第 20 条 
    （ 本 文 省 略 ） 
第 19 条 

 

横 浜 市 福 祉 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に 関 す る 条 例 （  
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抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                   （下 段  現  行） 

 （ 電 磁 的 記 録 等 ） 
 

第 17 条  福 祉 ホ ー ム は 、 記 録 、 保 存 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 行 為 の う 
 

 ち 、 こ の 条 例 に お い て 書 面 （ 書 面 、 書 類 、 文 書 、 謄 本 、 抄 本 、 正 
 

 本 、 副 本 、 複 本 そ の 他 文 字 、 図 形 等 人 の 知 覚 に よ っ て 認 識 す る こ 
 

 と が で き る 情 報 が 記 載 さ れ た 紙 そ の 他 の 有 体 物 を い う 。 以 下 こ の 
 

 条 に お い て 同 じ 。） で 行 う こ と が 規 定 さ れ て い る も の 又 は 想 定 さ 
 

 れ る も の （ 次 項 に 規 定 す る も の を 除 く 。） に つ い て は 、 書 面 に 代 
 

 え て 、 当 該 書 面 に 係 る 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 
 

 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 
 

 録 で あ っ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い 
 

 う 。） に よ り 行 う こ と が で き る 。 
 

２  福 祉 ホ ー ム は 、 説 明 、 同 意 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 行 為 （ 以 下 こ 
 

 の 項 に お い て 「 説 明 等 」 と い う 。） の う ち 、 こ の 条 例 に お い て 書 
 

 面 で 行 う こ と が 規 定 さ れ て い る も の 又 は 想 定 さ れ る も の に つ い て 
 

 は 、 当 該 説 明 等 の 相 手 方 の 承 諾 を 得 て 、 当 該 説 明 等 の 相 手 方 が 利 
 

 用 者 で あ る 場 合 に は 当 該 利 用 者 に 係 る 障 害 の 特 性 に 応 じ た 適 切 な 
 

 配 慮 を し つ つ 、 書 面 に 代 え て 、 電 磁 的 方 法 （ 電 子 的 方 法 、 磁 気 的 
 

 方 法 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て 認 識 す る こ と が で き な い 方 法 を い う 
 

 。） に よ る こ と が で き る 。 
 

 （ 委 任 ） 

第 18 条 
    （ 本 文 省 略 ） 
第 17 条 

 

横 浜 市 障 害 者 支 援 施 設 の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に 関 す る 条 
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例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案 
                   （下 段  現  行） 

目 次 

   （ 第 １ 章 及 び 第 ２ 章 省 略 ） 

・ 第 47 条 
 第 ３ 章  雑 則 （ 第 46 条     ） 
 

  （ 附 則 省 略 ） 

（ 運 営 規 程 ） 

                 施 設 
第 ６ 条  障 害 者 支 援 施 設 は 、 次 に 掲 げ る   の 運 営 に つ い て の 重 要 
                  事 業 

 事 項 に 関 す る 運 営 規 程 を 定 め て お か な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 13 号 ま で 省 略 ） 

 （ 電 磁 的 記 録 等 ） 
 

第 46 条  障 害 者 支 援 施 設 は 、 作 成 、 保 存 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 行 為 
 

 の う ち 、 こ の 条 例 に お い て 書 面 （ 書 面 、 書 類 、 文 書 、 謄 本 、 抄 本 
 

 、 正 本 、 副 本 、 複 本 そ の 他 文 字 、 図 形 等 人 の 知 覚 に よ っ て 認 識 す 
 

 る こ と が で き る 情 報 が 記 載 さ れ た 紙 そ の 他 の 有 体 物 を い う 。 以 下 
 

 こ の 条 に お い て 同 じ 。） で 行 う こ と が 規 定 さ れ て い る も の 又 は 想 
 

 定 さ れ る も の （ 次 項 に 規 定 す る も の を 除 く 。） に つ い て は 、 書 面 
 

 に 代 え て 、 当 該 書 面 に 係 る 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 
 

 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ 
 

 る 記 録 で あ っ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の 
 

 を い う 。） に よ り 行 う こ と が で き る 。 
 

２  障 害 者 支 援 施 設 は 、 交 付 、 説 明 、 同 意 、 締 結 そ の 他 こ れ ら に 類 
 

 す る 行 為 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 交 付 等 」 と い う 。） の う ち 、 こ 
 

 の 条 例 に お い て 書 面 で 行 う こ と が 規 定 さ れ て い る も の 又 は 想 定 さ 
 

 れ る も の に つ い て は 、 当 該 交 付 等 の 相 手 方 の 承 諾 を 得 て 、 当 該 交 
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 付 等 の 相 手 方 が 利 用 者 で あ る 場 合 に は 当 該 利 用 者 に 係 る 障 害 の 特 
 

 性 に 応 じ た 適 切 な 配 慮 を し つ つ 、 書 面 に 代 え て 、 電 磁 的 方 法 （ 電 
 

 子 的 方 法 、 磁 気 的 方 法 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て 認 識 す る こ と が で 
 

 き な い 方 法 を い う 。） に よ る こ と が で き る 。 
 

 （ 委 任 ） 

第 47 条 
    （ 本 文 省 略 ） 
第 46 条 

附  則 

   （ 第 １ 項 か ら 第 ７ 項 ま で 省 略 ） 

 （ 運 営 規 程 ） 
 

８  経 過 的 障 害 者 支 援 施 設 は 、 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 を 提 供 す る 場 合 に 
 

 は 、 当 該 提 供 す る 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 に 係 る 次 に 掲 げ る 施 設 の 運 営 
 

 に つ い て の 重 要 事 項 に 関 す る 運 営 規 程 を 定 め て お か な け れ ば な ら 
 

 な い 。 
 

(1)  経 過 的 障 害 者 支 援 施 設 の 目 的 及 び 運 営 の 方 針 
 

(2)  職 員 の 職 種 、 員 数 及 び 職 務 の 内 容 
 

(3)  営 業 日 及 び 営 業 時 間 
 

(4)  利 用 定 員 
 

(5)  提 供 す る 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 の 内 容 （ 生 産 活 動 に 係 る も の を 除 
 

  く 。） 並 び に 利 用 者 か ら 受 領 す る 費 用 の 種 類 及 び そ の 額 
 

(6)  提 供 す る 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 の 内 容 （ 生 産 活 動 に 係 る も の に 限 
 

  る 。 ） 、 賃 金 及 び 附 則 第 16 項 に 規 定 す る 工 賃 並 び に 利 用 者 の 労 
 

  働 時 間 及 び 作 業 時 間 
 

(7)  通 常 の 事 業 の 実 施 地 域 
 

(8)  サ ー ビ ス の 利 用 に 当 た っ て の 留 意 事 項 
 

(9)  緊 急 時 等 に お け る 対 応 方 法 
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(10)  非 常 災 害 の 対 策 
 

(11)  事 業 の 主 た る 対 象 と す る 障 害 の 種 類 を 定 め た 場 合 に は 、 当 該 
 

  障 害 の 種 類 
 

(12)  虐 待 の 防 止 の た め の 措 置 に 関 す る 事 項 
 

(13)  そ の 他 運 営 に 関 す る 重 要 事 項 
 

 （ 雇 用 契 約 の 締 結 等 ） 

９ 
（ 本 文 省 略 ） 

８ 

10  
（ 本 文 省 略 ） 

９ 

 （ 就 労 ） 

11  
  （ 本 文 省 略 ） 
10  

12  
  （ 本 文 省 略 ） 
11  

13  経 過 的 障 害 者 支 援 施 設 は 、 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 を 提 供 す る 場 合 に 
 

 お け る 就 労 の 機 会 の 提 供 に 当 た っ て は 、 利 用 者 の 就 労 に 必 要 な 知 
 

 識 及 び 能 力 の 向 上 に 努 め る と と も に 、 そ の 希 望 を 踏 ま え た も の と 
 

 し な け れ ば な ら な い 。 
 

 （ 賃 金 等 ） 

14  
  経 過 的 障 害 者 支 援 施 設 は 、 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 を 提 供 す る 場 合 に 
12  

   附 則 第 ９ 項 
 は 、      の 規 定 に よ る 利 用 者 が 自 立 し た 日 常 生 活 又 は 社 会 
   附 則 第 ８ 項 

 生 活 を 営 む こ と を 支 援 す る た め 、 賃 金 の 水 準 を 高 め る よ う 努 め な 

 け れ ば な ら な い 。 

15  経 過 的 障 害 者 支 援 施 設 は 、 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 を 提 供 す る 場 合 に 
 

 は 、 生 産 活 動 に 係 る 事 業 の 収 入 か ら 生 産 活 動 に 係 る 事 業 に 必 要 な 
 

 経 費 を 控 除 し た 額 に 相 当 す る 金 額 が 、 利 用 者 に 支 払 う 賃 金 の 総 額 
 

 以 上 と な る よ う に し な け れ ば な ら な い 。 
 

16  
  経 過 的 障 害 者 支 援 施 設 は 、 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 を 提 供 す る 場 合 に 
13  
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   附 則 第 10 項             附 則 第 18 項 
 は 、      の 規 定 に よ る 者 （ 次 項 及 び      に お い て 「 
   附 則 第 ９ 項             附 則 第 15 項 

 雇 用 契 約 を 締 結 し て い な い 利 用 者 」 と い う 。） に 対 し て は 、 生 産

活 動 に 係 る 事 業 の 収 入 か ら 生 産 活 動 に 係 る 事 業 に 必 要 な 経 費 を 控

除 し た 額 に 相 当 す る 金 額 を 工 賃 と し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 

17  
  （ 本 文 省 略 ） 
14  

18  附 則 第 16 項 
       の 規 定 に よ り 雇 用 契 約 を 締 結 し て い な い 利 用 者 そ れ 
15  附 則 第 13 項 

 ぞ れ に 対 し 支 払 わ れ る １ 月 当 た り の 工 賃 の 平 均 額 は 、 3,000 円 を 下

 回 っ て は な ら な い 。 

 （ 工 賃 の 支 払 等 ） 

19  
（ 本 文 省 略 ） 

16  

20  
  前 項 の 規 定 に よ り 利 用 者 そ れ ぞ れ に 対 し 支 払 わ れ る １ 月 当 た り 
17  

         附 則 第 22 項 
 の 工 賃 の 平 均 額 （      に お い て 「 工 賃 の 平 均 額 」 と い う 。 
         附 則 第 19 項 

） は 、 3,000 円 を 下 回 っ て は な ら な い 。 

21  
 （ 本 文 省 略 ） 

18  

22  
  （ 本 文 省 略 ） 
19  

 （ 実 習 の 実 施 ） 

23  
  （ 本 文 省 略 ） 
20  

24  
  （ 本 文 省 略 ） 
21  

 （ 求 職 活 動 の 支 援 等 の 実 施 ） 

25  
  （ 本 文 省 略 ） 
22  

26  
  （ 本 文 省 略 ） 
23  

 （ 職 場 へ の 定 着 の た め の 支 援 等 の 実 施 ） 

27  
（ 本 文 省 略 ） 

24  

28  
  （ 本 文 省 略 ） 
25  

 （ 利 用 者 及 び 職 員 以 外 の 者 の 雇 用 ） 

91



市第９号 

29
 （ 本 文 省 略 ） 

26

（ 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 事 項 の 評 価 等 ）

30 経 過 的 障 害 者 支 援 施 設 は 、 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 を 提 供 す る 場 合 に

は 、 お お む ね １ 年 に １ 回 以 上 、 利 用 者 の 労 働 時 間 そ の 他 の 当 該 経

過 的 障 害 者 支 援 施 設 の 運 営 状 況 に 関 し 必 要 な 事 項 と し て 省 令 の 規

定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 事 項 に つ い て 、 省 令 の 規 定 に よ り

厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る と こ ろ に よ り 、 自 ら 評 価 を 行 い 、 そ の 結 果

を イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 の 方 法 に よ り 公 表 し な け れ ば な ら

な い 。

（ 経 過 的 障 害 者 支 援 施 設 に 関 す る 読 替 え ）

31
（ 本 文 省 略 ）

27

（ 多 目 的 室 の 経 過 措 置 ）

32
（ 本 文 省 略 ）

28

（ 居 室 の 定 員 の 経 過 措 置 ）

33
（ 本 文 省 略 ）

29

（ 居 室 面 積 の 経 過 措 置 ）

34
（ 本 文 省 略 ）

30

35
（ 本 文 省 略 ）

31

36
（ 本 文 省 略 ）

32

37
（ 本 文 省 略 ）

33

（ ブ ザ ー 又 は こ れ に 代 わ る 設 備 の 経 過 措 置 ）

38
（ 本 文 省 略 ）

34

（ 廊 下 幅 の 経 過 措 置 ）

39
（ 本 文 省 略 ）

35

40
（ 本 文 省 略 ）

36
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41  
  （ 本 文 省 略 ） 
37  
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